
利用者の皆様へ

　　　　　　公益財団法人鳥取県建設技術センター代表理事
　　　　（　公　印　省　略　）

　平素、当センターの事業運営につきましては、格別のご高配をいただき厚くお礼申し

上げます。

　さて、第２三谷事業所への土砂運搬車両による騒音・振動等について、さらなる周知

徹底をはかるため、土砂運搬車両の走行時には、下記の内容の徹底をしていただきます

ようお願いします。

１　別添搬入経路図に示した区間は、制限速度を30km/hとしているが、民家付近では、
特に注意して徐行（すぐ止まれる速度）運転を行うこと。

２　騒音や振動など、他人に迷惑を及ぼす様な運転をしないこと。

３　平成25年4月24日付け通知に記載のある、搬入車両の通行に係る内容を厳守のこと。

（問い合わせ先）

　〒682-0018

  鳥取県倉吉市福庭町２丁目２３番地

（公財）鳥取県建設技術センター　建設支援課

　TEL:0858-26-6089   FAX:0858-26-6004

　　　　第２三谷事業所への土砂運搬について（通知）

記

鳥 建 技 第 １３５号
平成２５年５月３０日



ダンプ通行経路

＜建設発生土の受入時間＞

８時３０分から１７時まで

（１２時から１３時を除く）

ダンプ通行経路は、

往路・復路ともに

同一経路を通行。

第２三谷事業所

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

第２三谷事業所への搬入経路及び注意事項

釡口

※８：１５より前に釡口付近（市道）を

通過しないでください。
※８時３０分前から事業所前に

待機しないでください

※騒音や振動など、他人に迷惑を及

ぼす様な運転をしないでください。


